
 

 

 

議案第１号 

 

印西都市計画用途地域の変更について（付議） 
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印西都市計画用途地域の変更 〔白井市決定〕 

（ 印西都市計画区域 ） 

都市計画用途地域を次のように変更する。 

種 類 面 積 

建築物の延べ

面積の敷地面

積に対する割

合 

建築物の建

築面積の敷

地面積に対

する割合 

外壁の後

退距離の

限度 

建築物の敷

地面積の最

低限度 

建築物の

高さの限

度 
備 考 

第 一 種 低 層 

住 居 専 用 地 域 

 

 

小     計 

約  99 ha 

約 472 ha 

約 321 ha 

約  41 ha 

約 933 ha 

5/10 以下 

8/10 以下 

10/10 以下 

15/10 以下 

 

3/10 以下

4/10 以下

5/10 以下

6/10 以下

― 

― 

― 

― 

― 

― 

― 

― 

10ｍ 

10ｍ 

10ｍ 

10ｍ 

 

第 一 種 中 高 層 

住 居 専 用 地 域 

 

小 計 

約  21 ha 

約 558 ha 

 

約 579 ha 

10/10 以下 

20/10 以下 

 

5/10 以下

6/10 以下

 

― 

― 

― 

― 

― 

― 

 

第 二 種 中 高 層 

住 居 専 用 地 域 

 

小 計 

約  49 ha 

 

 

約  49 ha 

20/10 以下 

 

6/10 以下

 

― ― ―  

第一種住居地域 

 

小 計 

約 234 ha 

 

約 234 ha 

20/10 以下 

 

6/10 以下 ― ― ―  

第二種住居地域 

 

小 計 

約 146 ha 

 

約 146 ha 

20/10 以下 

 

6/10 以下 ― ― ―  

準 住 居 地 域 

 

小 計 

約 6.2 ha 

 

約 6.2 ha 

20/10 以下 

 

6/10 以下 ― ― ―  

近 隣 商 業 地 域 

 

小 計 

約 130 ha 

  

約 130 ha 

20/10 以下 

 

8/10 以下 ― ― ―  

商 業 地 域 

 

 

小 計 

約  25 ha 

約  30 ha 

 

約  55 ha 

40/10 以下 

60/10 以下 

 

― 

― 

― 

― 

― 

― 

― 

― 

 

準 工 業 地 域 

 

小 計 

約 388 ha 

約  6  ha 

約 394 ha 

20/10 以下 

30/10 以下 

6/10 以下

6/10 以下

― 

― 

― 

― 
― 

― 

 

工 業 地 域 

 

小 計 

約  46 ha 

 

約  46 ha 

20/10 以下 

 

6/10 以下 ― ― ―  

工 業 専 用 地 域 

 

小 計 

約 179 ha 

  

約 179 ha 

20/10 以下 

 

6/10 以下 ― ― ―  

合 計 

 

約 2,752ha

 

   ― ― ― ― ― 
 

「種類、位置及び区域は計画図表示のとおり」 

理由：市の中心都市拠点にふさわしい都市機能や交流機能などを集積する拠点の形成に向けた計画的な土地利用

を誘導するため、本案のとおり用途地域を変更するものである。 
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印西都市計画用途地域の変更 〔白井市決定〕 

（ 白 井 市 ） 

都市計画用途地域を次のように変更する。 

種 類 面 積 

建築物の延べ

面積の敷地面

積に対する割

合 

建築物の建

築面積の敷

地面積に対

する割合 

外壁の後

退距離の

限度 

建築物の敷

地面積の最

低限度 

建築物の

高さの限

度 
備 考 

第 一 種 低 層 

住 居 専 用 地 域 

 

 

小     計 

約 204 ha 

約  67 ha 

約  30 ha 

 

約 301 ha 

8/10 以下 

10/10 以下 

15/10 以下 

 

4/10 以下

5/10 以下

6/10 以下

― 

― 

― 

― 

― 

― 

10ｍ 

10ｍ 

10ｍ 

 

第 一 種 中 高 層 

住 居 専 用 地 域 

 

小 計 

約 154 ha 

 

 

約 154 ha 

20/10 以下 6/10 以下 ― ― ―  

第 二 種 中 高 層 

住 居 専 用 地 域 

 

小 計 

約  27 ha 

 

 

約  27 ha 

20/10 以下 6/10 以下 ― ― ―  

第一種住居地域 

 

小 計 

約  55 ha 

 

約  55 ha 

20/10 以下 6/10 以下 ― ― ―  

第二種住居地域 

 

小 計 

約  34 ha 

 

約  34 ha 

20/10 以下 6/10 以下 ― ― ―  

準 住 居 地 域 

 

小 計 

約 6.2 ha 

 

約 6.2 ha 

20/10 以下 6/10 以下 ― ― ―  

近 隣 商 業 地 域 

 

小 計 

約  39 ha 

 

約  39 ha 

20/10 以下 8/10 以下 ― ― ―  

商 業 地 域 

 

小 計 

 

― 

 

 

― 

 

 

― 

 

 

― 

 

 

― 

 

 

― 

 

 

準 工 業 地 域 

 

小 計 

約  30 ha 

約 6 ha 

 

約  36 ha 

20/10 以下 

30/10 以下 

6/10 以下 

6/10 以下 

― 

― 

― 

― 

― 

― 

 

工 業 地 域 

 

小 計 

約 13 ha 

 

約 13 ha 

20/10 以下 

 

 

6/10 以下 

 

 

 

― 

 

 

― 

 

 

― 

 

 

工 業 専 用 地 域 

 

小 計 

約 179 ha 

 

約 179 ha 

20/10 以下 6/10 以下 ― ― ―  

合 計 

 

約 845 ha 

 

 

― 

 

 

― 

 

 

― 

 

 

― 

 

 

― 

 

 

 

 

「種類、位置及び区域は計画図表示のとおり」 

理由：市の中心都市拠点にふさわしい都市機能や交流機能などを集積する拠点の形成に向けた計画的な土地利用

を誘導するため、本案のとおり用途地域を変更するものである。 
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印西都市計画用途地域の新旧対照表 

（ 印西都市計画区域 ） 

 

種 類 

建築物の延

べ面積の敷

地面積に対

する割合 

建築物の建

築面積の敷

地面積に対

する割合 

外壁の

後退距

離の限

度 

建築物の

敷地面積

の最低限

度 

建築物

の高さ

の限度

新旧用途地域別面積

面 積の増減

新 旧 

第 一 種 低 層 

住 居 専 用 地 域 

 

 

小     計 

5/10 以下

8/10 以下

10/10 以下

15/10 以下

3/10 以下

4/10 以下

5/10 以下

6/10 以下

 

― 

― 

― 

― 

― 

― 

― 

― 

10ｍ 

10ｍ 

10ｍ 

10ｍ 

 

約 472 ha 

 

 

約 933 ha 

約  99 ha

約 477 ha

約 321 ha

約  41 ha

約 938 ha

― 

約▲4.5 ha 

― 

― 

約▲4.5 ha 

第 一 種 中 高 層 

住 居 専 用 地 域 

 

小 計 

10/10 以下

20/10 以下

5/10 以下

6/10 以下

― 

― 

― 

― 

― 

― 

 

約 558 ha 

 

約 579 ha 

約  21 ha

約 572 ha

 

約 593 ha

― 

約▲14.4 ha

 

約▲14.4 ha

第 二 種 中 高 層 

住 居 専 用 地 域 

 

小 計 

20/10 以下 6/10 以下 ― ― ― ― 約  49 ha

 

 

約  49 ha

― 

第一種住居地域 

 

小 計 

20/10 以下 6/10 以下 ― ― ― ― 約 234 ha

 

約 234 ha

― 

第二種住居地域 

 

小 計 

20/10 以下 6/10 以下 ― ― ― ― 約 146 ha

 

約 146 ha

― 

準 住 居 地 域 

 

小 計 

20/10 以下 6/10 以下 ― 

 

― ― ― 約 6.2 ha

 

約 6.2 ha

― 

近 隣 商 業 地 域 

 

小 計 

20/10 以下 8/10 以下 ― ― ― ― 

 

 

約 130 ha

 

約 130 ha

― 

 

 

商 業 地 域 

 

 

小 計 

40/10 以下

60/10 以下

― 

― 

― 

― 

― 

― 

― 

― 

― 

― 

 

 

約  25 ha

約  30 ha

 

約  55 ha

― 

 

 

準 工 業 地 域 

 

 

小 計 

20/10 以下

30/10 以下

6/10 以下 

6/10 以下 

― 

― 

― 

― 

― 

― 

約 388 ha 

約 6 ha 

 

約 394 ha 

約 375 ha

― 

 

約 375 ha

約 13.1 ha 

約 5.8  ha 

 

約 18.9h ha

工 業 地 域 

 

小 計 

20/10 以下 6/10 以下 ― ― ― ― 

 

 

約  46 ha

 

約  46 ha

― 

 

 

工 業 専 用 地 域 

 

小 計 

20/10 以下 6/10 以下 ― ― ― ― 

 

 

約 179 ha

 

約 179 ha

― 

 

 

合 計 

      

約 2,752ha
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印西都市計画用途地域の新旧対照表 

（ 白 井 市 ） 

 

種 類 

建築物の延

べ面積の敷

地面積に対

する割合 

建築物の建

築面積の敷

地面積に対

する割合 

外壁の

後退距

離の限

度 

建築物の

敷地面積

の最低限

度 

建築物

の高さ

の限度

新旧用途地域別面積

面積の増減

新 旧 

第 一 種 低 層 

住 居 専 用 地 域 

 

 

小     計 

8/10 以下 

10/10 以下

15/10 以下

4/10 以下 

5/10 以下 

6/10 以下 

― 

― 

― 

― 

― 

― 

 

10ｍ 

10ｍ 

10ｍ 

 

約 204 ha 

 

 

 

約 301 ha 

約 209ha 

約 67ha 

約 30ha 

 

約 306ha 

約▲4.5ha 

― 

― 

 

約▲4.5 ha 

第 一 種 中 高 層 

住 居 専 用 地 域 

 

小 計 

20/10 以下 6/10 以下 ― ― ― 約 154 ha 

 

 

約 154 ha 

約 168ha 

 

 

約 168ha 

約▲14.4 ha

 

 

約▲14.4 ha

第 二 種 中 高 層 

住 居 専 用 地 域 

 

小 計 

20/10 以下 6/10 以下 ― ― ― ― 約 27ha 

 

 

約 27ha 

― 

第一種住居地域 

 

小 計 

20/10 以下 6/10 以下 ― ― ― ― 約 55ha 

 

約 55ha 

― 

第二種住居地域 

 

小 計 

20/10 以下 6/10 以下 ― ― ― ― 約 34ha 

 

約 34ha 

― 

準 住 居 地 域 

 

小 計 

20/10 以下 6/10 以下 ― ― ― ― 約 6.2ha 

 

約 6.2ha 

― 

近 隣 商 業 地 域 

 

小 計 

20/10 以下 8/10 以下 ― ― ― ― 

 

 

約 39ha 

 

約 39ha 

― 

 

 

商 業 地 域 

 

小 計 

40/10 以下 ― ― ― ― ― 

 

 

― ― 

 

 

準 工 業 地 域 

 

小 計 

20/10 以下

30/10 以下

6/10 以下 

6/10 以下 

― 

― 

― 

― 

― 

― 

約 30 ha 

約 6  ha 

 

約 36 ha 

約 17ha 

― 

 

約 17ha 

約 13.1ha 

約 5.8 ha 

 

約 18.9ha 

工 業 地 域 

 

小 計 

― ― ― ― ― ― 

 

 

約 13ha ― 

 

 

工 業 専 用 地 域 

 

小 計 

― ― ― ― ― ― 

 

 

約 179ha 

 

約 179ha 

― 

 

 

合 計 

      約 845ha  
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印西都市計画用途地域（白井市決定）の変更 

 

〈変更理由〉 

印西都市計画区域は、首都圏整備法に基づく近郊整備地帯に位置し、首都東

京を中心とする過密地域からの人口流入に適切に対処し、良好な宅地を大量に

供給する目的で、千葉県及び独立行政法人都市再生機構の共同施行による新住

宅市街地開発事業により、千葉ニュータウンの開発が進められてきたが、平成

２５年度末をもって事業完了を迎えた。また、成田・千葉ニュータウン業務核

都市としての整備が進められ、業務等諸機能の立地促進が図られたことにより、

①北総地域の拠点都市及び首都圏における良好な宅地供給として②首都圏にお

ける広域連携拠点として③近郊レクリエーション拠点として④立地優位性と地

域資源を活かした拠点としての役割を担うことを目指している。 

市役所周辺地区は、市の都市計画の基本的な方針である都市マスタープラン

おいて「市街地ゾーン」の「都市拠点市街地」に属し、中心的な都市機能や交

流機能などを集積する拠点の形成を図るとしている。 

そのため、市の中心都市拠点にふさわしい都市機能や交流機能などを集積す

る拠点の形成に向けた計画的な土地利用を誘導するため、用途地域の変更を行

う。 

また、池の上地区は、「市街地ゾーン」の「住居系市街地」に属し、ライフス

テージやそれぞれの嗜好に応じた多様なライフスタイルの受け皿となる住宅地

の形成を図るとしており、将来にわたりゆとりある低層住宅地としての居住環

境と魅力ある街並みの形成を図るため、用途地域の変更を行う。 
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